
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
提
出

質

問

第

四

八

七

号

海
上
自
衛
隊
大
村
航
空
基
地
勤
務
の
一
等
海
佐
に
係
る
懲
戒
処
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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海
上
自
衛
隊
大
村
航
空
基
地
勤
務
の
一
等
海
佐
に
係
る
懲
戒
処
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
九
年
一
月
三
十
一
日
号
の
『
週
刊
現
代
』
に
、
「
海
上
自
衛
隊
幹
部
の
モ
ラ
ル
な
き
『
泥
沼
ダ
ブ
ル
不
倫
』
」
と
題

す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
三
宅
勝
久
氏
の
署
名
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
記
事
の
内
容
に
よ
る
と
、
問
題
の
海
上
自
衛
隊
大

村
航
空
基
地
勤
務
（
当
時
）
の
一
等
海
佐
Ｔ
氏
（
五
十
五
歳
）
の
ダ
ブ
ル
不
倫
は
、
単
な
る
不
倫
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
Ｔ
氏

は
、
海
上
自
衛
隊
幹
部
と
し
て
の
自
ら
の
任
務
を
不
倫
相
手
の
女
性
に
教
え
、
ま
た
職
権
を
濫
用
し
て
自
衛
隊
官
舎
に
出
入
り

さ
せ
、
デ
ー
ト
に
際
し
て
は
自
衛
隊
幹
部
の
特
権
に
よ
り
米
軍
基
地
内
に
あ
る
娯
楽
施
設
を
利
用
す
る
等
、
問
題
視
す
べ
き
重

大
な
不
正
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

近
年
、
海
上
自
衛
隊
の
不
祥
事
が
続
発
す
る
中
で
、
昨
年
三
月
に
は
、
海
上
自
衛
隊
ト
ッ
プ
の
吉
川
栄
治
海
上
幕
僚
長
が
、

そ
の
責
任
を
問
わ
れ
更
迭
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｔ
氏
は
、
一
ヶ
月
の

減
給
と
い
う
極
め
て
軽
い
懲
戒
処
分
に
終
わ
っ
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

防
衛
省
・
海
上
自
衛
隊
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
三
宅
勝
久
氏
が
『
週
刊
現
代
』
（
二
〇
〇
九
年
一
月
三
十
一
日
号
）
署
名

記
事
で
指
摘
し
た
当
時
の
海
上
自
衛
隊
大
村
航
空
基
地
・
基
地
隊
司
令
Ｔ
氏
（
一
等
海
佐
、
五
十
五
歳
）
に
対
し
、
い
つ
、

一



い
か
な
る
懲
戒
処
分
を
付
し
た
の
か
、
処
分
の
期
間
と
内
容
（
減
給
処
分
で
あ
れ
ば
減
給
額
を
含
む
）
を
具
体
的
に
示
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
係
る
懲
戒
処
分
を
付
し
た
理
由
と
そ
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
海
上
自
衛
隊
幹
部
で
あ
る
Ｔ
氏

の
と
っ
た
不
適
切
な
行
動
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

Ｔ
氏
の
懲
戒
処
分
は
、
報
道
発
表
さ
れ
て
い
る
の
か
。
防
衛
省
の
懲
戒
処
分
の
公
表
基
準
を
示
し
た
上
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

三

『
週
刊
現
代
』
記
事
内
に
あ
る
事
実
、
す
な
わ
ち
Ｔ
氏
が
不
倫
相
手
の
女
性
に
海
上
自
衛
隊
内
部
の
情
報
を
漏
洩
し
、
ま

た
、
自
衛
隊
官
舎
や
米
軍
基
地
内
の
娯
楽
施
設
を
不
正
に
利
用
し
た
こ
と
は
、
Ｔ
氏
が
懲
戒
処
分
を
付
さ
れ
た
理
由
に
な
っ

た
の
か
。
仮
に
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
懲
戒
処
分
の
理
由
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
何
故
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
Ｔ

氏
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
是
非
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

Ｔ
氏
は
、
『
週
刊
現
代
』
発
売
日
の
二
〇
〇
九
年
一
月
十
九
日
付
で
海
上
自
衛
隊
八
戸
航
空
基
地
に
異
動
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
Ｔ
氏
の
異
動
は
、
懲
戒
処
分
の
一
環
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
左
遷
か
、
そ
れ
と
も
通
常
の
転
勤
な
の
か
、
異
動

の
内
示
日
を
示
し
た
上
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

Ｔ
氏
の
海
上
自
衛
隊
八
戸
航
空
基
地
へ
の
異
動
に
あ
た
っ
て
は
、
い
か
ほ
ど
の
費
用
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
か
。
旅
費
及

二



び
引
っ
越
し
代
な
ど
詳
細
な
費
目
と
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
係
る
支
出
の
妥
当
性
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

六

現
在
の
Ｔ
氏
の
役
職
、
階
級
、
勤
務
地
、
任
務
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
す
で
に
海
上
自
衛
隊
八
戸
航
空
基
地
か
ら

異
動
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
異
動
日
及
び
異
動
の
内
示
日
と
異
動
に
際
し
て
の
旅
費
及
び
引
っ
越
し
代
な
ど
の
詳
細
な
費

目
と
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
異
動
に
な
っ
た
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


